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令和７年度随時監査結果報告書 

第１ 監査の対象 

工事名 所管部課名 
(1) 令和７年度 生活市道整備事業 

広島大学線道路改良工事 建設部道路建設課 

(2) 令和６年度 道路維持修繕事業 
 下野原線道路舗装工事 建設部維持課 

 
第２ 監査の実施期間 

令和７年１２月１２日から令和８年３月１８日まで 

 
第３ 監査の着眼点 

工事の計画、実施に関する事務手続等が法令に適合し、適正に行われているか。 
工事の施工は適正かつ効率的に行われているか。 

 

第４ 監査の実施内容 

対象工事について、技術面における調査を協同組合 総合技術士連合に委託し、関係資
料を審査するとともに、関係職員から説明を聴取し、施工状況について実地調査を行った。 

なお、監査は東広島市監査委員監査基準に準拠して実施した。 
 

第５ 監査の結果 

工事の計画、設計、積算、契約、施工等の各段階における事務手続及び技術的事項の実
施態様については、各工事ともおおむね適正に進められており、良好な施工状況と認めら
れた。 

各工事の執行状況（令和８年２月２８日現在）は、次のとおりである。 
 

(1) 令和７年度 生活市道整備事業 広島大学線道路改良工事 
請 負 金 額  ５４，３８０，７００円 
工 期  令和７年８月５日〜令和８年３月３１日 
工 事 請 負 業 者  株式会社橋本 
工 事 進 捗 率  ７８．４％ 

(2) 令和６年度 道路維持修繕事業 下野原線道路舗装工事 
請 負 金 額  １１３，８３９，０００円 
工 期  令和７年８月２３日〜令和８年３月３１日 
工 事 請 負 業 者  中国ニチレキ工事株式会社 
工 事 進 捗 率  ９７．６％ 

 


